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① 家庭､ 学校､ 地域社会､ 関係諸機関との緊密な
連携による信頼関係を基調とした生徒指導体制の
充実を図る｡
② 問題行動の早期発見・即時対応と実働的な危機
管理体制の確立による児童生徒一人一人の心に寄
り添った具体的・継続的な指導を行う｡
③ 問題行動の実情に応じて適切な措置を行うこと
により､ 他の児童生徒の教育を受ける権利の保障
に努める｡
④ 関連事業
ア 大分市小・中学校生徒指導連絡会
各学校の生徒指導担当教員､ 関係機関による
年４回の連絡会を開催し､ 各学校における生徒
指導上の諸問題についての情報交換や事例研究､
専門家による講演や研修等を通して指導力の向
上を図るとともに､ 生徒指導の充実・推進に努
める｡
イ 大分市生徒指導研究会
市内小・中学校の校長､ 生徒指導担当教員で
組織され､ 生徒指導に関する実践上の諸問題に
ついて研究し､ 一人一人の児童生徒の能力・適
性を生かし､ 自己実現を目指す生徒指導の充実・
深化を目的とする｡ また､ 各学校や支部間並び
に関係諸機関や諸団体との連携を密にし､ 校外
生活における指導の充実を図る｡
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平成22年度におけるいじめの発生件数は､ 小学校
474件､ 中学校381件､ 不登校児童生徒数 (30日以上
の欠席者) は､ 小学校145名､ 中学校440名となって
おり､ 依然として憂慮される状況にある｡ そこで､
下記事業に取組む｡
① いじめや不登校等の問題については､ 早期発見・
即時対応を基本に､ 関係機関とも連携協力し､ 児
童生徒への一層充実した指導・援助や支援に努め
る｡
② いじめ・不登校等､ 複雑多様化する問題に対応
するため､ 子ども教育相談センターをはじめとし
た相談体制の充実強化を図る｡
③ 関連事業
ア 大分市小・中学校教育相談担当者研修会
学校における教育相談体制の充実を図ること
により､ いじめ・不登校等の諸問題の解決に資
するための研修会を年３回開催する｡
イ いじめ・不登校等対策協議会

全市的ないじめ・不登校等の生徒指導上の問
題行動についての状況分析と今後の対応につい
て､ 医師・学識経験者・臨床心理士等の専門的
な見地からの意見を聞き､ 各学校への指導に資
することを目的に年３回開催する｡

� !"��#$%��&'(�)$*+,-./�

01�2%345�67����

① 大分市青少年健全育成連絡協議会や大分市青少
年補導員連絡協議会との連携
ア 健全育成活動
○１校区１特色活動の推進
○各地区・校区における ｢よい子｣ の表彰
○ ｢こども連絡所｣ の維持・拡充
○すこやか大分っ子サポートパトロールへの支援
○大分市 ｢家庭の日｣ 推進大会共催
イ 社会環境浄化活動
○環境実態調査の実施
○有害環境の浄化活動
ウ 広報啓発活動
○ ｢家庭の日｣ (毎月第３日曜日) の推進・啓発
○広報車による広報活動の実施
エ 補導活動
○中央補導
・午後補導 (月10回) ・夜間補導 (月４回)
○地区補導
・校区の計画により月２回以上実施
・すこやか大分っ子サポートパトロール
○特別補導
・地域行事にあわせて実施

② 大分市 ｢家庭の日｣ 推進大会の開催
人格形成において重要な意味を持つ家庭のあり
方は､ 青少年の健全育成に大きな影響を及ぼして
いる｡ 深い信頼の絆で結ばれた温かい人間関係を
育て､ 明るく心豊かな家庭を築くことは､ 青少年
のみならず家族全員にとっても大切であることか
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ら､ 大分市では､ 昭和54年より毎月第３日曜日を
｢家庭の日｣ と定め､ 子どもたちと触れ合いのと
きをもって家族みんなが心を温めあう日とした｡
そして､ ｢家庭の日｣ の趣旨の理解と実践を図

ることを目的として､ 同年より ｢家庭の日｣ 推進
大会を開催してきた｡
○第32回大分市 ｢家庭の日｣ 推進大会
期日 平成23年２月20日 (日)
会場 コンパルホール 文化ホール
内容 おやじサミット

・講演会 ｢笑って元気｣
～親のうしろ姿～

講 師 矢野 大和 氏
・事例発表 長浜父親クラブ
｢おやじも､ 地域とともに｣

③ 子どもの安全見守りボランティア活動支援事業
幼児児童生徒を極力一人にしないという観点か
ら､ 保護者や地域の協力を得ながら､ 安全な登下
校方策を策定するとともに､ 地域のボランティア
の方々の協力を得て ｢あいさつ｣ や ｢声かけ｣ 等
を行いながら､ 安全な登下校を見守る体制の構築
を図る｡
○ボランティアとして保護者や地域の方々の協力
を得て､ 登下校時における通学路のパトロール
を実施する｡
○見守り体制を示すことにより､ 犯罪抑止効果が
期待できることから､ 見守りやパトロール等に
参加する人や車両にタスキやマグネットシート
等を貸与し､ 活用する｡
・貸与先
幼稚園31園､ 小学校60校､ 中学校27校

・貸与物品
タスキ 各校クラス数×10本
マグネットシート 各校クラス数×１組
自転車プレート 各校クラス数×10本

※ボランティア登録者数27,048名 (23年３月末現在)
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① 目的
専門的見地からの指導助言等による適切かつ迅
速な対応を行うことで､ 学校に対する､ 保護者・
地域からの相談・苦情等の解決が長期化・複雑化
することを防止し､ 学校の本来の役割である子ど
もたちの学びと育ちを保障する実践を図るため､
大分市学校問題解決支援チームを設置する｡
② 構成

｢チーム｣ は､ 弁護士､ 医師､ 臨床心理士から
なる専門委員及び教育委員会各課担当職員からな
る常任委員で構成する｡ また､ 定例会の資料作成
及び保護者・地域からのチームへの直接相談を受
ける担当として､ 校長ＯＢ・警察官ＯＢからなる
２名の事務局員 (嘱託職員) を配置する｡
③ 活動内容
ア 保護者､ 地域住民からの学校における学習活
動､ 生徒指導の問題に係る苦情等への専門性を
いかした対応策の検討
○学校､ 保護者への具体的な指導・支援
○学校と保護者の関係修復に向けた働きかけ
イ 月１回の定例会議を開催し､ 対応策を検討
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所在地 大分市金池町３丁目２番３号
相談電話 538－3778 (���兼)
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① 児童生徒・保護者・教職員を対象に､ いじめ・
不登校など学校生活についての相談や､ しつけ・
虐待などの家庭生活についての相談を受ける｡
② 学校に行けない子どもたちの“心の居場所”教
育支援教室 ｢フレンドリールーム｣ 及び ｢一尺屋
オレンジルーム｣ で体験活動を重視した指導援助
を行う｡

③ 家にこもりがちな不登校の子どもたちの家庭に､
訪問相談員を派遣する｡
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① 教育相談
ア 相談形態 電話・面接・訪問・巡回相談
イ 相談時間 9：00～18：00
② 教育支援教室 ｢フレンドリールーム｣
ア 援助方針
不登校状態にある児童生徒に対し､ カウンセ
リングにより心の安定を図るとともに､ 個別や
小集団での活動を通して､ 自立心や社会性を育
む｡
イ 活動日､ 時間及び活動内容
○個別支援 月～金曜日 9：00～17：00

１週間に１回～１ヶ月に１回45分
カウンセリングや遊戯療法

○集団支援 月・水・金曜日 10：00～15：00
活動内容

ウ 学校及び家庭との連携
○担任連絡会
○保護者との面接・保護者会

③ 訪問相談
ア 訪問相談員 教育・心理・福祉領域を学んで

いる大学生
イ 訪問時間 月曜日～金曜日

10：00～17：00
１回につき１～２時間

(訪問頻度や１回の時間は本人の状態や希望に
あわせて選択)

④ 啓発活動
ア 親の会
○実施日 年４回
○内 容 グループカウンセリング､ 研修
イ 教育相談だよりの発行
ウ 相談員による市内小・中学校への訪問
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子ども教育相談センターの運営にかかわる諸施策
の推進及び児童生徒の指導・援助活動の充実を図る｡

運営協議会委員
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① 主訴別相談受付状況

② 相談方法別受付状況
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10：00
11：00
12：00
13：00
14：30
15：00

朝 の 会 ・ 学 習 活 動

共同活動 (自主活動)

昼 食

自主活動 (共同活動)

清 掃 ・ 帰 り の 会

職業等

医療関係者 小児科病院長

学識経験者 大 学 教 授

学識経験者 大学准教授
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③ フレンドリールーム利用状況
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所 在 地 大分市大字一尺屋2368－1
電話 575－8241

問合せ先 子ども教育相談センター
電話 538－3778

① 開所の目的
不登校児童生徒の社会的自立に向けた指導援助
を行う教育支援教室 ｢フレンドリールーム｣ の活
動を広げるため､ 平成17年度より､ 教室外活動の
場として休校中の一尺屋小学校を改築し､ 一尺屋
オレンジルームとして開所した｡

② 主な活動内容 (予定)
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青少年を取り巻く社会環境を見るとき ｢さまざま
な体験や､ 多くの人たちとの交流による豊かな人間
形成の実現｣ が求められている｡ そこで､ 少年自然
の家では､ 学校や家庭では得難い体験の機会や場を
提供することによって､ 情操や社会性を豊かにし､
心身ともに健全な青少年の育成に努めたい｡ また､
学校教育や少年団体との連携をより深めながら､ 相
互補完の立場を強めていきたいと考える｡
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① 自然の恩恵にふれ､ 自然に親しむ心や自然を大
切にする心を育てる｡
② 集団宿泊体験を通して､ 友情・規律・協力・奉
仕の精神を養う｡
③ 野外活動などを通して､ 心身をたくましく鍛え
るとともに､ 自ら計画・実践し､ 創造する態度を
育てる｡
④ 自然の中での生活体験を通して､ 環境保護への
関心や理解を深める｡
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① 利用できる人
ア 学校行事として利用する小学校､ 中学校及び
特別支援学校の児童､ 生徒並びにその指導者
イ 少年団体及びその指導者
ウ 児童及び生徒並びにその家族
エ その他少年自然の家を利用することが適当と
認められる青少年､ 成人等

② 休業日
ア 年末年始 (12月29日から翌年１月３日まで)
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 毎週月曜日
③ 利用期間､ 利用時間
少年自然の家の宿泊研修は､ １回の利用期間を
３泊４日以内とし､ 日帰り研修は､ 午前９時から
午後５時まで
④ 必要経費
ア 食事代 朝340円 昼480円 夜680円
イ シーツクリーニング代

うすき180円 のつはる170円
ウ 施設使用料
○中学生以下 無料
○高校生以上 １人１泊500円 日帰り250円
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活動内容 実施時期

地域の人との交流活動 ５月・７月・10月・３月

宿泊体験 ７月

菜園活動 年間

スポーツ活動 年間

調理活動 年６回

魚つり ７月・９月
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所在地 臼杵市大字下ノ江1110番地の１
電 話 0972－67－2200
ＦＡＸ 0972－67－2573

開所日 昭和50年10月15日

うすき少年自然の家は､ 日豊海岸国定公園の北部､
臼杵市下ノ江に位置し､ 自然環境に恵まれた場所に
ある｡
気候も穏やかで冬場も暖かく､ 春にはミカン園で
できる ｢甘夏｣ を味わうこともできる｡
夏には､ 海水浴や磯遊び､ カナディアンカヌーや
カヤックが楽しめる｡ また､ 30張りのテントがあり､
キャンプや炊飯活動なども体験可能｡ 夜にはキャン
プファイヤーやキャンドルのつどい､ レクリエーショ
ンなどで仲間や家族の親睦を深めることもできる｡
年間を通じ､ ｢少年の森｣ を使ったラリー (ポス

トラリー・わんぱくラリー) や追跡ハイキング､ オ
リエンテーリングなども楽しむことができる｡
また､ 家族だけの利用 (児童及び生徒並びにその
家族､ ２人から利用可) も受け付けている｡
波の音や小鳥の声に耳を傾け､ 自然の恵みに親し
みながら､ 仲間や家族の親睦を深める場として大い
に利用して欲しいと願っている｡
① 施設の紹介
ア 屋内施設
○宿泊室17 (宿泊可能人員205人)
○図書室､ 視聴覚室､ 体育館､ 食堂他
イ 屋外施設
○少年の森､ アスレチック､ わんぱく砦､ 炊飯
場､ ファイヤー台､ テント (30張り)､ カヌー
場､ 海水浴場他
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所在地 大分市大字荷尾杵1097番地の26
電 話 0972－67－2200
ＦＡＸ 0972－67－2573

開所日 平成６年５月12日
“満天の星 あなたが開く 宇宙への扉”のキャッ
チフレーズのとおり､ 澄み切った夜空には満点の星
の中に流れ星や天の川等が眺められ､ 400mmの大
型天体望遠鏡で木星・土星などの惑星や月､ 星雲等
の観測もできる｡
朝は野鳥のさえずりで目覚め､ 眼下に広がる雲海
や360度広がる大パノラマは感動的｡
広大な平成森林公園を活動地としており､ 様々な
野草や樹木などは四季折々の姿を見せてくれる｡ 公
園内には2,000本の桜がある森のゾーン､ 森林浴ゾー
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ン､ 登山ゾーン､ 香りの森ゾーンや全国植樹祭記念
広場を含む育成・ふれあいの森ゾーンがある｡
施設内にはグラウンド (サッカー１面分) や体育
室 (バレーコート２面分) もあり､ 雨天時等に備え
ての活動もできる｡ レストランのような食堂で由布・
鶴見岳や九重連山を眺めながらの食事も快適｡
大分市役所からホワイトロードを経由し､ 約１時
間で来ることができる｡ 児童または生徒含む家族で
の利用もできる｡
① 施設の紹介
ア 屋内施設
○宿泊室34 (宿泊可能人員250人)
○天体観測室及び天体ドーム (400㎜大型望遠鏡)
○多目的ホール､ 研修室､ 和室､ 体育室､ 談話
図書コーナー､ ラウンジ､ 屋上展望台､ 食堂､
浴室 (大２､ 小､ 身障者用１)

イ 屋外施設
○集いの広場
○グラウンド (50ｍ×120ｍ)
ウ 周辺環境
○平成森林公園 (香りの広場､ 香りの森､ 桜の
園､ 野鳥の森､ ふれあいの森､ 育成の森､ 全
国植樹祭記念広場) 他
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所在地 大分市大字今市1099番地の５
電話・ＦＡＸ 589－2041

開 所 平成７年４月
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豊かな自然環境を生かし､ 青少年の健全育成及び
社会教育の推進を図る｡

� ���

① 利用できる人
ア 大分市内に住所又は所在地を有する個人又は
団体
イ 教育委員会が支障ないと認めた､ 市外に住所
又は所在地を有する個人又は団体

② 休業日
ア 毎週月曜日 (その日が国民の祝日に関する法
律で定めた休日に当たるときはその日以降の最
近の休日でない日)
イ 休日の翌日 (その日が土曜日又は日曜日に当
たる時は除く)

ウ 年末年始 (12月29日から翌年の１月３日まで)
③ 利用手続き
ア 利用希望日の６ヶ月前から予約又は申込を受
け付ける｡
イ 問い合わせ先
○いまいち山荘 電話・ＦＡＸ 589－2041
○大分市教育委員会青少年課 電話 537－5682
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